
　

理
事
会
冒
頭
、秋
田
会
長
か
ら
現
在
の
業
界

を
取
り
巻
く
状
況
を
踏
ま
え
、次
の
よ
う
な
話

が
あ
り
ま
し
た
。

「パブリックコメントを見ていただきたい」と話す、秋田会長

　

以
上
の
内
容
に
つ
い
て
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ

ン
ト
の
募
集
が
国
土
交
通
省
に
お
い
て
６
月

13
日
か
ら
７
月
12
日
ま
で
の
期
間
実
施
さ
れ

て
い
ま
す
。そ
の
後
８
月
１
日
か
ら
の
施
行
が

予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
業
界
内
の
対
応
と
し

て
、譲
渡
申
請
の
審
査
の
継
続
中
は
運
送
を
行

わ
な
い
こ
と
が
条
件
で
あ
る
た
め
、収
入
が
な

く
な
る
譲
渡
人
に
対
し
組
合
費
及
び
会
費
等

を
免
除
で
き
な
い
か
、全
個
協
を
は
じ
め
と
し

て
検
討
を
始
め
て
い
ま
す
。ま
た
、餞
別
金
に

つ
い
て
も
、早
め
に
給
付
す
る
よ
う
に
で
き
な

い
か
、ま
た
そ
の
場
合
の
条
件
等
も
考
え
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
。

　

そ
の
他
、議
連
総
会
で
は
譲
受
人
の
資
格
要

件
に
お
け
る
道
路
交
通
法
違
反
の
取
り
扱
い
に

つ
い
て
、緩
和
へ
の
議
論
が
な
さ
れ
ま
し
た
が
、

こ
ち
ら
は
、対
外
的
に
タ
ク
シ
ー
業
界
の
質
の

低
下
を
許
容
す
る

と
い
う
誤
っ
た
メ
ッ

セ
ー
ジ
と
な
る
お
そ

れ
も
あ
り
、慎
重
な

検
討
が
必
要
と
い
う

結
論
と
な
り
ま
し

た
。

　

そ
の
後
の
審
議
に

て
、決
議
事
項
は
原

案
通
り
可
決
承
認
さ

れ
ま
し
た
。

都内個人タクシー現況（令和元年6月1日現在） 
許可事業者数  12,223名（前月比 −43名）

（特別区、武三11,817名  北多摩155名  南多摩251名）

傘下事業者数  11,913名（前月比 −49名）
（特別区、武三11,509名  北多摩152名  南多摩252名）

※集計方法は運輸行政と異なります。

譲
渡
譲
受
の
円
滑
化
に
関
す
る

ル
ー
ル
改
正
案
に
つ
い
て

　

５
月
28
日
、第
７
回
個
人
タ
ク
シ
ー
を
応
援

す
る
議
員
連
盟
総
会
が
行
わ
れ
、こ
こ
で
国
土

交
通
省
よ
り
、譲
渡
譲
受
の
円
滑
化
に
関
す
る

ル
ー
ル
改
正
案
の
説
明
が
行
わ
れ
ま
し
た
。大

き
く
分
け
て
３
つ
の
内
容
と
な
り
ま
す
。

①
譲
渡
譲
受
の
申
請
年
齢
等

　
譲
渡
者
が
75
歳
の
誕
生
日
前
ま
で
に
譲

渡
譲
受
申
請
を
行
っ
た
後
、当
該
申
請
が
認

可
処
分
と
な
る
ま
で
の
間
に
、や
む
を
得
な

い
事
情
に
よ
り
、譲
渡
者
の
運
転
免
許
が
失

効
又
は
事
業
の
許
可
期
限
が
到
来
し
た
場

合
で
も
、運
送
を
行
わ
な
い
こ
と
を
条
件
と

し
て
、引
き
続
き
当
該
申
請
に
係
る
審
査
を

継
続
す
る
こ
と
と
す
る
。

②
営
業
所
の
要
件

　
譲
受
人
の
居
住
要
件
に
つ
い
て
、譲
渡
譲

受
申
請
日
現
在
に
お
い
て
申
請
す
る
営
業

区
域
内
に
居
住
し
て
い
れ
ば
足
り
る
こ
と

と
す
る
。

③
死
亡
後
譲
渡
制
度
の
導
入

　
個
人
タ
ク
シ
ー
事
業
者
が
譲
渡
譲
受
申
請

を
行
わ
ず
に
死
亡
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、

相
続
人
に
よ
る
譲
渡
譲
受
申
請
を
認
め
る
。

譲
渡
譲
受
に
関
す
る

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

始
ま
る

場
　
　
所

日
個
連
会
館

決
議
事
項

① 

全
国
個
人
タ
ク
シ
ー
協
会
関
東
支
部 

代
議
員
一
部
変
更
の
件

開
催
日
時

６
月
18
日（
火
）
午
後
１
時
30
分

第
53
回
　
理
事
会
の
焦
点
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主
な
取
り
組
み
状
況
（
一
部
抜
粋
）

【
個
人
タ
ク
シ
ー
事
業
の
法
令
遵
守
の

徹
底
に
つ
い
て
】

　

本
来
あ
り
え
な
い
救
護
義
務
違
反
、無
車
検

運
行
等
が
平
成
30
年
度
に
入
り
ま
し
て
も
連
続

し
て
発
生
し
ま
し
た
。

　

救
護
義
務
違
反
に
つ
き
ま
し
て
は
、“
あ
っ
て

は
な
ら
な
い
”こ
と
で
言
う
ま
で
も
な
く
個
人
タ

ク
シ
ー
の
信
頼
を
著
し
く
失
墜
さ
せ
る
も
の
で

あ
り
ま
す
。
走
行
中
、何
か
に
接
触
し
た
場
合

は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
何
か
に
接
触
し
た
か
も
し

れ
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、絶
対
に
そ
の
場
を
立

ち
去
ら
ず
必
ず
確
認
す
る
こ
と
、負
傷
者
が
い

る
場
合
は
救
護
を
最
優
先
し
救
急
車
を
手
配

す
る
と
と
も
に
警
察
へ
の
通
報
を
徹
底
す
る
よ

う
緊
急
通
知
を
発
出
し
ま
し
た
。

　

無
車
検
運
行
に
つ
き
ま
し
て
は
、す
べ
て
の
支

部
を
対
象
に
全
事
業
者
の
運
転
免
許
証
、自
動

車
検
査
証
の
有
効
期
限
の
デ
ー
タ
に
つ
い
て
入

力
ミ
ス・記
載
ミ
ス
等
が
な
い
か
、仮
に
入
力
ミ
ス

等
が
あ
っ
た
場
合
は
す
ぐ
に
改
め
る
よ
う
緊
急

確
認
調
査
を
実
施
し
ま
し
た
。
今
後
の
確
認
作

業
は
担
当
者
以
外
に
チ
ェッ
ク
役
を
設
け
る
な

ど
の
ダ
ブ
ル
チ
ェッ
ク
体
制
で
行
い
、さ
ら
に
「
期

限
間
近
に
な
っ
て
も
更
新
の
確
認
が
で
き
な
い

場
合
に
は
、電
話
等
の
連
絡
だ
け
で
な
く
当
該

事
業
者
の
自
宅
を
訪
問
す
る
な
ど
最
終
確
認

は
あ
ら
ゆ
る
方
法
を
使
い
、期
限
日
前
に
必
ず

終
了
さ
せ
る
」よ
う
緊
急
通
知
を
発
出
し
再
発

防
止
に
努
め
ま
し
た
。

【
運
転
免
許
返
納
者
割
引
の
導
入
に
つ
い
て
】

　

高
齢
や
健
康
上
の
理
由
で
運
転
免
許
証
を
自

主
的
に
返
納
し
、外
出
の
足
を
失
っ
た
方
々
が
少

し
で
も
タ
ク
シ
ー
を
利
用
し
や
す
く
な
る
よ
う
、

東
京
の
個
人
タ
ク
シ
ー
業
界
と
し
て
運
転
免
許

返
納
者
割
引
（
運
賃
の
１
割
引
）を
11
月
19
日

よ
り
開
始
い
た
し
ま
し
た
。

　

高
齢
者
の
運
転
免
許
返
納
は
国
を
挙
げ
て
の

取
り
組
み
で
あ
り
、ま
た
割
引
導
入
は
Ｐ
Ｒ
効

果
や
需
要
拡
大
に
つ
な
が
る
メ
リ
ッ
ト
も
考
え
ら

れ
、社
会
貢
献
策
の
ひ
と
つ
と
し
て
１
０
０
％
を

目
指
し
取
り
組
ん
で
お
り
ま
す
。３
月
末
現
在

で
導
入
車
両
は
91・６
％
に
な
って
お
り
ま
す
。

　

運
用
開
始
に
際
し
て
は
、「
タ
ク
シ
ー
運
賃
１

割
引
」の
ス
テ
ッ
カ
ー
を
車
両
に
貼
付
し
Ｐ
Ｒ
す

る
と
と
も
に
、会
員
団
体
並
び
に
所
属
団
体
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
「
運
転

免
許
返
納
者
割
引
開
始
の

お
知
ら
せ
」の
掲
載
を
お
願

い
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、東
京
都
や
警
視

庁
が
主
体
と
な
っ
て
組
織
し

て
い
る
「
高
齢
者
運
転
免

許
自
主
返
納
サ
ポ
ー
ト
協

議
会
」に
も
加
盟
し
、さ
ま

ざ
ま
な
企
業
や
業
界
が
取

り
組
ん
で
い
る
自
主
返
納

者
に
対
す
る
特
典
に
個
人

タ
ク
シ
ー
の
返
納
者
割
引

も
加
わ
る
こ
と
と
な
り
大

き
な
Ｐ
Ｒ
と
な
り
ま
し
た
。

 
業
界
の
現
況

　

個
人
タ
ク
シ
ー
は
、法
人
の
規
制
緩
和
と
は

逆
に
規
制
の
強
化
が
実
施
さ
れ
た
こ
と
に
も
影

響
さ
れ
、平
成
14
年
度
末
の
１
９
，０
５
６
人
か

ら
平
成
30
年
度
末
で
は
１
２
，３
１
２
人
と
６
，

７
４
４
人
も
減
少
を
し
て
お
り
ま
す
。
新
た
に

個
人
タ
ク
シ
ー
事
業
者
と
な
っ
た
者
は
、譲
渡
譲

受
認
可
事
業
者
の
み
で
、平
成
28
年
度
３
６
０

人
、
平
成
29
年
度
３
０
２
人
、
平
成
30
年
度

３
８
５
人
に
止
ま
っ
て
い
ま
す
。
全
事
業
者
数
で

見
る
と
、こ
の
１
年
で
は
５
６
２
人
の
減
少
と
な

り
、１
万
２
千
を
割
り
込
む
こ
と
が
目
前
に
迫
っ

て
お
り
、正
し
く
危
機
的
状
況
と
な
っ
て
お
り

ま
す
。

　　　　　　　科     目 当年度 　 前年度 　 増　減 　
Ⅰ　一般正味財産増減の部
 １．経常増減の部
  （１）経常収益
   受取登録料 385,000 309,000 76,000
   受取会費 265,798,100 277,878,700 △12,080,600
    会員受取会費 140,283,700 146,660,800 △6,377,100
    上部団体受取会費 125,514,400 131,217,900 △5,703,500
   事業収益 6,006,900 6,360,000 △353,100
    研修事業収益 5,026,900 5,300,000 △273,100
    代行事業収益 980,000 1,060,000 △80,000
   雑収益 1,433,707 2,363,188 △929,481
   経常収益計 273,623,707 286,910,888 △13,287,181
  （２）経常費用
    役員報酬 10,235,400 10,235,400 0
    給料手当 48,327,833 51,805,560 △3,477,727
    役員退職給付費用 833,000 1,667,000 △834,000
    退職給付費用 3,123,000 3,238,000 △115,000
    法定福利費 9,400,232 9,310,951 89,281
    福利厚生費 356,873 418,337 △61,464
    会議費 7,638,142 6,738,953 899,189
    旅費交通費 17,806,240 18,471,890 △665,650
    通信運搬費 2,959,730 2,944,213 15,517
    減価償却費 2,640,646 1,960,526 680,120
    報奨費 700,000 700,000 0
    什器備品費 40,000 143,964 △103,964
    消耗品費 1,038,868 1,343,993 △305,125
    会場費 2,959,092 3,445,956 △486,864
    委託費 3,572,856 3,437,424 135,432
    印刷製本費 11,849,776 13,699,595 △1,849,819
    賃借料 8,361,024 8,361,024 0
    清掃費 181,793 182,889 △1,096
    光熱水料費 520,647 488,217 32,430
    リース料 625,838 625,838 0
    ソフト費 595,583 596,311 △728
    表彰費 1,025,820 1,090,330 △64,510
    共済給付金 9,000,000 8,900,000 100,000
    花環代 1,350,000 1,335,000 15,000
    対外活動費 159,936 161,392 △1,456
    広告宣伝費 896,400 1,688,000 △791,600
    新聞図書費 325,179 405,555 △80,376
    諸負担金 479,580 469,580 10,000
    顧問料 540,000 540,000 0
    交通援助賛助金 200,000 200,000 0
    租税公課 14,500 21,200 △6,700
    上部団体会費 125,514,400 131,217,900 △5,703,500
    雑費 51,294 40,022 11,272
   経常費用計 273,323,682 285,885,020 △12,561,338
  当期経常増減額 300,025 1,025,868 △725,843
 ２．経常外増減の部
  （１）経常外収益
   経常外収益計 0 0 0
  （２）経常外費用
   経常外費用計 0 0 0
  当期経常外増減額 0 0 0
  税引前当期一般正味財産増減額 300,025 1,025,868 △725,843
  法人税等 70,925 71,227 △302
  当期一般正味財産増減額 229,100 954,641 △725,541
  一般正味財産期首残高 35,931,570 34,976,929 954,641
  一般正味財産期末残高 36,160,670 35,931,570 229,100
Ⅱ　指定正味財産増減の部
  当期指定正味財産増減額 0 0 0
  指定正味財産期首残高 0 0 0
  指定正味財産期末残高 0 0 0
Ⅲ　正味財産期末残高 36,160,670 35,931,570 229,100

正味財産増減計算書 平成30年５月１日から平成31年４月３０日まで （単位：円） 平
成
30
年
度
事
業
報
告
（一
部
抜
粋
）

一般社団法人  東京都個人タクシー協会会報令和元年7月号 第540号　⑵



氏
名 

所
属
団
体 

享
年 

病
名

波
木
　
保
之	（
東
個
協
・
北
第
二
）	

76	

大
動
脈
解
離

山
辺
　
智	

（
東
個
協
・
新
東
京
）	

46	

く
も
膜
下
出
血

野
口
　
洋
克	（
都
営
協
・
東
）	

67	

不
明

小
野
　
繁	

（
都
営
協
・
第
一
事
業
団
）	66	

大
動
脈
瘤
破
裂

ご
冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す

訃
報

＊
５
月

■処分事案対処報告書（街頭営業適正化指導規程）	 令和元年５月報告分

会員 団体名 氏名 発生日 発生場所 対象行為 加重 処分内容

東個協 都心支部 Ｍ・Ｙ H30.12.29 港区新橋2-6 運送引受拒絶 加重
表示灯使用停止
精算停止
講習１日

東個協 中野支部 Ｉ・Ｃ H30.11.8 新幸橋周辺 待機禁止無視 表示灯使用停止
精算停止

東個協 練馬支部 Ｉ・Ｔ H31.1.17 新幸橋周辺 待機禁止無視 加重 表示灯使用停止
精算停止

東個協 新東京支部 Ｋ・Ｉ H31.2.16 新宿区歌舞伎町1-5 接客不良 表示灯使用停止
精算停止

※処分事案は会員団体に処分を要請し、令和元年５月中に処分内容の報告があったもの
※加重とは、処分事案としての処理が２回目以降となる場合です

■不適正営業集計表（街頭営業適正化指導規程）	 （件）

発生月 警告事案 処分事案 処分事案（加重） 合計

平成31年4月 15 1 0 16

　

75
歳
以
上
（
免
許
証
の
更
新
期
間
の

満
了
日
・
誕
生
日
の
１
か
月
後
の
日
現

在
）の
方
が
運
転
免
許
証
の
更
新
を
す

る
際
に
は
、更
新
手
続
を
行
う
前
に
、

「
認
知
機
能
検
査
」を
受
け
、そ
の
検
査

結
果
に
基
づ
い
て
、検
査
日
と
は
別
日

に
「
高
齢
者
講
習
」を
受
講
し
て
お
く

必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

更
新
手
続
に
は
想
像
以
上
の
期
間

を
要
し
ま
す
の
で
、「
免
許
証
更
新
の

た
め
の
検
査
と
講
習
の
お
知
ら
せ
」の

ハ
ガ
キ
が
届
き
ま
し
た
ら
、即
刻
、極

力
早
い
日
程
で
受
検
で
き
る
教
習
所

を
探
し
て
認
知
機
能
検
査
の
予
約
を

し
て
く
だ
さ
い
。

■
免
許
証
更
新
ま
で
の
一
般
的
な
流
れ

①
お
知
ら
せ
の
ハ
ガ
キ
（
約
１
９
０
日

前
）

②
認
知
機
能
検
査
の
予
約
（
公
安
委
員

会
か
ら
委
託
を
受
け
た
都
内
46
の

教
習
所
の
い
ず
れ
か
へ
事
前
予
約

を
し
ま
す
が
、大
変
混
み
あ
っ
て
お

り
、予
約
が
数
か
月
先
ま
で
埋
ま
っ

て
い
ま
す
。）

③
認
知
機
能
検
査
の
受
検
（
満
了
日

の
６
か
月
前
か
ら
受
検
可
能
。受
検

後
、「
認
知
機
能
検
査
結
果
通
知
書
」

が
交
付
さ
れ
ま
す
。高
齢
者
講
習
受

高
齢
者
の
免
許
更
新
・
早
め
の
手
続
き
を

＝
検
査・講
習
予
約
満
杯
で 

失
効
の
恐
れ 

＝

講
時
に
必
要
で
す
。）

④
高
齢
者
講
習
の
予
約
（
認
知
機
能
検

査
の
結
果
に
基
づ
き
、２
時
間
講
習

か
３
時
間
講
習
の
い
ず
れ
か
指
定

さ
れ
た
講
習
を
、46
の
教
習
所
の
い

ず
れ
か
へ
事
前
予
約
し
ま
す
が
、認

知
機
能
検
査
と
同
様
に
大
変
混
み

あ
っ
て
お
り
ま
す
。）

⑤
高
齢
者
講
習
の
受
講
（
受
講
後
、「
高

齢
者
講
習
終
了
証
明
書
」が
交
付
さ

れ
ま
す
。
更
新
手
続
時
に
必
要
で

す
。）

⑥
更
新
手
続

　

更
新
手
続
が
満
了
日
ま
で
に
終
了

で
き
な
か
っ
た
場
合
、運
転
免
許
は
失

効
し
ま
す
の
で
個
人
タ
ク
シ
ー
事
業

は
休
止
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。そ
の

際
に
は
事
業
休
止
届
の
提
出
及
び
運

転
免
許
停
止
期
間
等
報
告
書
に
よ
る

報
告
等
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、失
効
手
続
き
に
よ
り
運
転
免

許
証
を
再
取
得
す
る
こ
と
が
必
要
と

な
り
ま
す
。

　

警
視
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
「
高
齢

者
講
習
・
認
知
機
能
検
査
実
施
場
所
・

予
約
状
況
一
覧
」（
月
２
回
更
新
）が
掲

載
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、一
番
早
く

受
検
・
受
講
で
き
る
教
習
所
を
調
べ
て

予
約
し
て
く
だ
さ
い
。

安
全
第
一
、
法
令
順
守
の
営
業
を

　

令
和
元
年
６
月
１
日
付
け
期
限
更
新
の
内
容
が
ま

と
ま
り
ま
し
た
。

　

今
回
の
更
新
者
は
１
６
９
９
名
で
、更
新
後
の
許
可

期
限
の
内
訳
は
５
年
１
９
２
名
、３
年
６
１
７
名
、２
年

69
名
、１
年
８
０
３
名
、定
年
を
迎
え
る
最
終
更
新
15

名
、前
回
更
新
時
に
お
け
る
違
反
未
報
告
等
に
よ
る
処

分
保
留
３
名
で
し
た
。

　

ま
た
、４
５
８
名
が
道
交
法
違
反
等
に
よ
り
特
別
研

修
の
対
象
と
な
り
ま
し
た
。

　

な
お
１
年
を
５
回
連
続
す
る
と
「
許
可
等
に
付
さ

れ
た
期
限
の
更
新
申

請
の
審
査
及
び
取
扱

基
準
」に
よ
り
期
限

更
新
を
認
め
な
い
こ

と
に
な
り
ま
す
が
、

今
回
も
対
象
者
ゼ
ロ

で
あ
り
ま
し
た
。４

回
連
続
の
16
名
、３

回
連
続
の
37
名
に
対

し
て
は
当
協
会
会
長

名
で
警
告
書
を
送
付

し
、
安
全
運
転
へ
の

注
意
喚
起
を
行
い
ま

し
た
。

　

よ
り
一
層
の
安
全

運
転
を
心
掛
け
て
く

だ
さ
い
。

令
和
元
年
６
月
１
日
付
け

期
限
更
新
許
可
期
限

１
年
連
続
者
に
つ
い
て

期限更新者の内訳	 （人）

更新者数
更新後の許可期限（内訳）

５年 ３年 ２年 １年 定年（最終更新）
1,699

（100%）
192

（11.3%）
617

（36.3%）
69

（4.1%）
803

（47.3%）
15

（0.9%）
※年齢の理由のみで３年、２年、１年となった者を含む。
※その他、違反報告未了等による保留者3名あり。

許可期限１年連続者	 （人）

初回 ２回連続 ３回連続 ４回連続 合計

314 91 37 16 458
※年齢、代務雇用中、事業休止中の理由により１年となった345名を除く。
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東
京
駅

外
堀
通
り

J
R
線 京

橋
駅

室
町
駅

中
央
通
り

昭
和
通
り

⬇銀座

⬆日本橋

京橋エドグラン

八重洲
ブックセンター

八重洲中央口

八
重
洲
南
口

東京
スクエアガーデン

京橋千疋屋
京橋本店 レム東京京橋

JR
有楽
町駅

銀座
駅

銀座駅

銀座一丁目駅
有楽町
イトシア

有楽町
マリオン

和光

銀座三越

並
木
通り

松屋
銀座

銀座マロニエ通り

銀座マロニエ通り

MUJI
HOTEL
GINZA

首都高
速（

東
京
高
速
道
路
）

地図 名称 概要 所在地 開始日

レム東京京橋
人々が行き交う街、東京京橋に、
眠りにこだわるホテルが誕生。

中央区京橋2-6-21 平成31年4月

MUJI HOTEL GINZA
（ムジ ホテル ギンザ）

無印良品の日本初のホテル
「MUJI HOTEL GINZA」を
東京銀座に開業。

中央区銀座3-3-5 6F 平成31年4月

地理モニター報告�

【 新 施 設 】

心
の
確
保
』、『
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
（
法
令
遵
守
）』、『
タ

ク
シ
ー
事
業
の
適
正
化
及
び
活
性
化
』で
す
。個
人
タ
ク

シ
ー
事
業
は
、優
秀
適
格
者
の
方
に
許
可
が
与
え
ら
れ

た
も
の
で
す
。法
人
タ
ク
シ
ー
時
代
の
様
な
管
理
者
か

ら
の
指
導
は
あ
り
ま
せ
ん
。適
切
な
自
己
管
理
が
で
き

な
け
れ
ば
、最
悪
の
場
合
、事
業
許
可
の
期
限
更
新
が
認

め
ら
れ
ず
に
個
人
タ
ク
シ
ー
事
業
を
継
続
す
る
こ
と
が

で
き
な
く
な
る
よ
う
な
事
態
に
も
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

自
分
自
身
を
厳
し
く
律
す
る
心
構
え
を
持
ち
、自
己
管

理
を
行
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
」

都
営
協
・
交
友
支
部

服
部　

勝
さ
ん
（
35
歳
）

　

父
親
が
個
人
タ
ク
シ
ー
事

業
者
な
の
で
、幼
稚
園
の
頃

か
ら
タ
ク
シ
ー
の
運
転
手
に

な
る
こ
と
が
夢
で
し
た
。ず
っ
と
父
親
の
背
中
を
見
て

き
て
、今
な
お
現
役
で
頑
張
っ
て
い
る
父
親
に
少
し
で

も
近
づ
け
る
よ
う
に
と
個
人
タ
ク
シ
ー
を
目
指
し
ま
し

た
。認
可
書
を
手
に
し
て
「
つ
い
に
」と
い
う
気
持
ち
と
、

支
え
て
く
れ
た
家
族
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い

で
す
。先
輩
方
の
努
力
と
苦
労
が
あ
っ
て
出
来
た
個
人

タ
ク
シ
ー
と
い
う
仕
事
の
価
値
を
下
げ
な
い
よ
う
に
頑

張
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

認
可
書
の
交
付
後
、関
東
運
輸
局
東
京
運
輸
支
局
中

澤
延
夫
次
長
よ
り
、以
下
の
お
祝
い
の
言
葉
が
あ
り
ま

し
た
。

　
「
こ
れ
か
ら
は
個
人
タ
ク
シ
ー
事
業
者
と
し
て
日
々

営
業
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
個
人
タ
ク

シ
ー
事
業
者
と
し
て
の
誇
り
と
自
覚
を
も
っ
て
営
業
に
あ

た
っ
て
い
た
だ

き
、
業
界
の
模

範
と
し
て
タ
ク

シ
ー
事
業
の
発

展
に
貢
献
し
て

い
た
だ
き
ま
す

よ
う
、ご
活
躍

を
期
待
し
て
お

り
ま
す
。

　

本
日
は
、大

変
お
め
で
た
い

席
で
は
ご
ざ
い

ま
す
が
、
皆
様

に
３
つ
の
お
願

い
を
さ
せ
て
い

た
だ
き
た
い
と

思
い
ま
す
。『
輸

送
の
安
全・
安

譲
渡
譲
受
認
可
書
交
付
式

自
己
管
理
を
意
識
し
、業
界
の
模
範
に

　

６
月
20
日
（
木
）午
後
３
時
よ
り
、個
人
タ
ク
シ
ー
会
館
に
て
、関
東
運
輸
局
主
催
に
よ
る
「
個
人
タ
ク
シ
ー
譲
渡
譲

受
認
可
書
交
付
式
」が
行
わ
れ
ま
し
た
。
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